
和歌山市都市・地域再生等利用区域における占用施設の使用に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、和歌山市内を流れる河川において水辺空間とまち空間が融合した魅力ある

地域が創出されるよう、占用施設（河川敷地占用許可準則（平成１１年８月５日建設省河政発

第６７号建設事務次官通達）第２第３項で規定する占用施設をいう。以下同じ。）を使用して

営業活動を行う事業者等（以下「施設使用者」という。）による河川敷地占用許可準則第２２

第１項に規定する都市・地域再生等利用区域における占用施設の使用について必要な事項を定

めるものとする。 

（使用契約） 

第２条 占用施設を使用しようとする者は、あらかじめ都市・地域再生等利用区域における占用

施設使用申込書（別記様式）を市長へ提出するものとする。 

２ 市長は、河川敷地占用許可準則第２５第１項の規定により占用施設を使用させようとすると

きは、占用施設を使用しようとする者との間で書面により当該占用施設の使用に係る契約（以

下「使用契約」という。）を締結するものとする。 

３ 使用契約は、５年以内の範囲で占用施設を使用する期間、施設使用者が市に対して支払う施

設利用料（占用施設の使用の対価として支払われる金銭をいう。以下同じ。）その他必要な事

項を内容とするものとする。 

（施設使用者の要件） 

第３条 施設使用者は、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない者とする。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）法人その他の団体で、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対

し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者を含む。）のうちに暴力団員（和歌山市暴力団排除条例（平成２３年条

例第２８号。以下「暴力団排除条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）に該当するものがあるもの 

（３）暴力団（暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 

（４）不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団

員を利用している者 

（５）暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的

で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の

財産上の利益を供与した者 

（施設利用料の額) 

第４条 施設利用料の額は、別表に定める額とする。 

（施設利用料の徴収方法） 

第５条 市長は、施設使用者と使用契約を締結したときは、施設利用料に係る納入通知書を当該

施設使用者に交付するものとする。ただし、占用施設を使用する期間が翌年度以降にわたる場

合においては、翌年度以降の施設利用料に係る納入通知書は、毎年度、当該年度分を交付する

ものとする。 



（施設利用料の還付） 

第６条 既に納付した施設利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、こ

の限りでない。 

（施設使用者による占用施設の維持管理） 

第７条 施設使用者は、使用契約の締結により市長が使用を認めた占用施設及びその周辺の清掃

及び美化活動を実施するものとする。 

 （施設利用料の変更） 

第８条 市長は、施設利用料を変更する必要があると認めるときは、改めて施設使用者と使用契

約を締結するものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１０月１６日から施行する。 

 （利用料の経過措置） 

２ 施設利用料は、都市・地域再生等利用区域周辺の活性化及び賑わいを創出するため、当分の

間、別表の基準金額（年額）欄に掲げる額の２分の１に相当する額で算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

使用態様 河川名 左岸又は

右岸の別 

区域 単位 基準金額 

（年額） 

上屋、倉庫、

仮設小屋その

他の建築物 

市堀川 右岸 和歌山市雑賀町地先（堀詰橋）

から同市本町１丁目地先（京橋

）上流まで 

１平方メ

ートル 

７，５６０

円 

 左岸 和歌山市三木町堀詰地先（堀詰

橋）から同市十二番丁地先（中

橋）上流まで 

１平方メ

ートル 

７，５６０

円 

  右岸 和歌山市本町１丁目地先（京橋

）から同市福町地先（中橋）上

流まで 

１平方メ

ートル 

５，４００

円 

  左岸 和歌山市十二番丁地先（中橋）

から同市十三番丁地先（城北橋

）上流まで 

１平方メ

ートル 

５，４００

円 

  右岸 和歌山市福町地先（中橋）から

同市卜半町地先（城北橋）上流

まで 

１平方メ

ートル 

４，３２０

円 

物揚場、物置

場、桟橋、通

路、橋りょう 

市堀川 両岸 和歌山市雑賀町地先（堀詰橋）

から同市十三番丁地先（城北橋

）上流まで 

１平方メ

ートル 

１，３００

円 

船舶係留 市堀川 両岸 和歌山市雑賀町地先（堀詰橋）

から同市十三番丁地先（城北橋

）上流まで 

１平方メ

ートル 

１，０８０

円 

柵類 市堀川 両岸 和歌山市雑賀町地先（堀詰橋）

から同市十三番丁地先（城北橋

）上流まで 

１メート

ル 

１，０８０

円 

備考 

１ 使用の面積が１平方メートルに満たないとき、又は使用の面積に１平方メートルに満たない

端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

２ 使用の期間が１年に満たないとき、又は使用の期間に１年に満たない端数があるときは、月

割りをもって計算し、なお１月に満たない端数があるときは、１月として計算する。 

３ この表により算定した額が１００円未満の場合は、１００円とする。 

４ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条の規定により非課税とされるものを除くもの

についての施設利用料の額は、この表により算定した額に１００分の１１０を乗じて得た額（

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 

 

 


